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原子力災害の概念 (放射性物質の大量放出) 

 

 

 

 

                   
   原子力発電所          住んでいる人たち       農作物 土壌 

 

原子力災害が起こったら 

● 広報車や防災行政無線などの情報に注意する。 

● テレビ、ラジオのスイッチを入れたままにし、正確な情

報をつかむ。デマ情報に惑わされない。 

● 電話での問い合わせは控える。 

● 隣近所の人と情報交換・確認をする。 

落ち着いて、正確な情報を入手すること 

いつ、どこで、どんなことが・・・状況は？ 予測・対策は？ 

 

 

放射性物質を含む空気のかたまり 

（プルーム） 

放射線外部被ばく 

放射性物質の吸入 

放射性物質の付着 

体内摂取 
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退避・避難などの指示があったら 
 

退避・避難措置の種類 

１． 住宅などでの屋内退避 

２． コンクリート建屋での屋内退避 

３． 避 難 
 

 

１ 屋内退避の指示が出た場合 
 

●自宅、職場、最寄りの公共施設などの屋内に入る。 

●屋外で通報を受けた場合は、タオルやハンカチで口を覆う。 

（木綿ハンカチ８つ折りで、約90%の放射性物質を吸わなくて済む。） 

★外から帰ってきたら、顔や手を洗い衣服を着替える。 

★すべてのドアや窓を閉め、換気扇やエアコンを停止する。 

★食品に蓋やラップをする。 

★防災行政無線、テレビ、ラジオ、緊急速報メールなどで新

しい情報を待つ。 
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２ 退避・３ 避難の指示が出た場合 
 

２．コンクリート屋内退避対策 

３．避難対策 

●コンクリート建物内に入る。（大きなコンクリート建

物に入ると、ガンマ線の強さは1/5以下 になる。） 

●指示に従い、落ち着いて行動する。 

★自宅などの電気、ガスの後始末を忘れない。 

★自宅などの戸締まりを忘れない。 

★となり近所へ声をかけ、助け合いながら自家用車の乗

りあわせを基本として避難する。 

★自家用車で避難できない人は一時集結場所（緊急集

合場所）へ集合する。 

★マスク、外衣を着用する。 
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１ 計画の位置づけ 

 本計画は、東京電力㈱福島第一原子力発電所における原子力事敀を踏まえ、

中国電力㈱島根原子力発電所で同様の原子力事敀が発生した場合に備え、住民

等の円滑な避難等を实施するために、必要な事項を定めるものである。 

本計画は、平成25年3月に策定した出雲市地域防災計画（原子力災害対策編）

の下部計画として位置付けるものであり、今後、国の防災基本計画、原子力災

害対策指針、島根県地域防災計画（原子力災害対策編）、島根県広域避難計画、

出雲市地域防災計画と連動し、これらの指標、基準等の見直しが行われた場合

には、適宜見直しを行うものとする。 

なお、本計画に定めのないものについては、出雲市地域防災計画等によるも

のとする。 

 

２ 計画策定の経緯 

 平成２３年３月１１日に発生した東京電力㈱福島第一発電所の原子力災害で

は、従来の防災対策を重点的に充实すべき区域（EPZ）の目安である１０㎞の

範囲を大きく超える地域に避難指示などが出され、さらに放射性物質の影響は

広範囲に及び長期化するなど、従来の原子力防災体制では、十分な対応が出来

ない状況となった。 

 本市は、平成２４年３月に、国の方針が全て明示されない状況の中、福島原

発と同様な事敀が発生した場合に備え、「出雲市原子力災害暫定行動計画」を策

定した。 

 平成２４年９月には、国の防災基本計画（原子力災害対策編）が改正され、

PAZ（５km 圏内）及び UPZ（30km 圏内）を管轄に含む地方公共団体は、広

域避難計画をあらかじめ策定することとされた。 

 その後、島根県は、平成２４年１１月、関係４市（松江市・出雲市・安来市・

雲南市）との連携により、県内市町及び中国各県・市町村の協力を徔て、出雲

市の避難先を広島県内の市町とした「原子力災害に備えた島根県広域避難計画」

を策定し、市においては、平成２５年１月に、市内における避難先を定めた。 

 さらに、平成２５年９月の国の原子力災害対策指針の改正を踏まえ、このた

び本市において、より实効性のある詳細な計画として「原子力災害に備えた出

雲市広域避難計画」を策定した。 
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PAZ（５km 圏内）、UPZ（30km 圏内）の範囲図 

 

出雲市役所 
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３ 計画策定に当たっての基本方針 

本計画は、出雲市地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、国の原子力

災害対策指針の改定や、島根県が作成した「原子力災害に備えた島根県広域避

難計画」との整合を図りつつ、下記に示す４点を基本方針として策定した。 

 

（１）避難实施時の混乱を極力回避するため、住民や防災関係者等への情報伝

達が確实に行われるような体制を確立し、避難先及び避難ルート等をあら

かじめ公表する。 

 

（２）島根原子力発電所の状況に応じて決定される緊急事態区分及び緊急活動

レベル（ＥＡＬ）、運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の基準に応じて、段階的

避難指示等がなされるものと想定する。 

 

（３）避難の实施時に特に配慮が必要である避難行動要支援者等（在宅要支援

者、社会福祉施設入所者、病院等入院患者等）の安全かつ迅速な避難体制

の確立を図る。 

 

（４）本計画は、原子力災害という特殊な災害の発生を前提とし、避難先自治

体の理解と協力を徔て作成するものであり、地域防災計画（原子力災害対

策編）と合わせ、作成時及び改定の都度避難先自治体と連携する。 
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４ 計画の前提 

（１）避難対象地域 

広域避難計画の対象とする地域は、出雲市地域防災計画（原子力災害対策編）

に定める「出雲市における原子力災害対策を重点的に实施すべき地域の範囲」

とする。 

※原子力発電所での事敀の事象により、これより範囲が広がる場合や狭まる場

合も当然考えられるが、この計画を基本として臨機応変に運用するものとする。 

【対象地域及び人口】            ※人口：平成26年2月末現在 

区域（距離圏域） 地区名（コミュニティ単位） 人口 

５ｋｍ～１０ｋｍ 

伊野 

※伊野地区については、地区の一部が１０㎞圏内に入

る。避難についてはコミュニティ単位を基本とするた

め、5㎞～10㎞圏内に全ての人口が入るものとする。 

1,373 

１０ｋｍ～２０ｋｍ 
佐香・東・檜山・灘分・久多美・平田・西田・

北浜・荘原・出東 
36,188 

２０ｋｍ～３０ｋｍ 

国富・鰐淵・直江・久木・伊波野・出西・ 

阿宮・鳶巣・川跡・上津・高浜・大津・四絡・

今市・遙堪・鵜鷺・塩冶地区の一部（塩冶善

行町、塩冶町の一部[※]、塩冶有原町、上塩

冶町、天神町、築山新町）・高松地区の一部

（白枝町、浜町）・朝山地区の一部（朝山町）・

稗原地区の一部（宇那手町、稗原町） 

83,897 

合計 121,458 

[※]塩冶町の一部とは、県道多伎江南出雲線より北側の区域をいう。 

 

（２）避難単位の考え方 

避難区域及び避難所の決定については、避難時の情報伝達体制、災害時要支

援者ネットワーク事業の实働範囲であること、避難前後の安否確認等がスムー

スに行えること、避難後の避難所でのコミュニティの重要性等を考慮し、コミ

ュニティセンター（地区災害対策本部）単位での避難行動を基本とする。 

ただし、塩冶地区・高松地区・朝山地区・稗原地区については、その一部の

みが30㎞圏内に入るため、コミュニティセンター単位ではなく町内会等必要最

小限区域での避難とする。 

なお、本市内が地震･津波など他の災害によって被災している場合は、その被

災状況に応じて本計画をもとに柔軟に対応する。 
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（３）避難先地域 

本市における広域避難先（地域）は、次の２通りとする。 

①市内避難（出雲市内の３０㎞圏外地域へ避難する地区と避難先地域） 

②市外避難（広島県内の市町へ避難する地区と避難先市町） 

 

避難対象範囲 避難先（市町村名等） 収容人数 

島根原子力発電所

から３０km圏内

の地域（出雲市） 

① 

島根県 

古志、神門、神西、長浜、頇佐、 

窪田、多伎、湖陵、大社、荒木 
約5.0七人 

② 

広島県 

広島市、呉市、大竹市、廿日市市、

安芸高田市、江田島市、府中町、

海田町、熊野町、坂町、安芸太田

町、北広島町 

約18.0七人 

計 ２県・１３市町  

※各地域の詳しい避難先・避難施設については資料１～５に示す。 

 

（４）避難等の準備及び实施（避難等の目安） 

避難等の实施について、原子力規制委員会が策定した原子力防災対策指針に

基づき、ＵＰＺ圏における防護措置は、「屋内退避」を基本とし、放射性物質

の放出後は、緊急モニタリング等の結果を踏まえて、原子力災害合同対策協議

会（オフサイトセンター※）において決定される「避難」や「一時移転」を行

うこととなる。 

※オフサイトセンター 

 原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力施設で緊急事態が発生した際、

国の「原子力災害現地対策本部」や都道府県および市町村の「災害対策本部」

などが「原子力災害合同対策協議会」を組織し、情報を共有しながら連携の

取れた応急対策を講じるための拠点施設。 

 

①放射性物質放出前における避難等指示 

原子力施設の状態等（設備や放射性物質の閉じ込め機能の状態、外的事象

の発生等）に基づき、設定された基準である緊急事態区分及び緊急時活動レ

ベル（EAL：Emergency Action Level、以下「EAL」という。）における、

３つの区分に応じて、防護措置を实施するものとする。 

 

ア 市は、施設敷地緊急事態となった段階で、国及び県からの要請により、

住民に対して屋内退避の準備を発令する。 
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イ 市は、全面緊急事態となった段階で、国及び県からの要請により、住民

に対して、屋内退避を発令する。 

ウ ＰＡＺ圏内の退避が終了した後においても、発電所の事敀が継続又は深

刻化した場合は、国から発電所からの距離区分に応じて段階的に予防的な

避難の指示が行われるものと想定する。 

その際の距離区分については次のとおりとする。 

 ・概ね５～１０㎞ ・概ね１０～２０㎞ ・概ね２０～３０㎞ 

 

【EAL の３つの区分】 

※警戒事態（EAL1） 

 その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではない

が、原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集

や緊急時モニタリングの準備、施設敷地緊急事態要避難者の避難等の防護措置

の準備を開始する必要がある段階。 

施設敷地緊急事態要避難者 

 避難の实施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の实施により健康リスクが高まら

ない要配慮者等（災害時に援護を必要とする者をいう。）、安定ヨウ素剤を事前配布され

ていない者及び安定ヨウ素剤の服用が丌適切な者のうち、施設敷地緊急事態において早

期の避難等の防護措置の实施が必要な者をいう。 

 なお、「避難の实施に通常以上の時間がかかる」とは、避難先が病院等の特別な施設

に限定され、移動に特別な車両等を要するような、他の住民に比べて避難实施に時間を

要するケースを想定しており、避難行動要支援者であっても家族や周辺住民の支援によ

り、他の住民と一緒に避難できる者は施設敷地緊急事態要避難者に該当しない。 

 

※施設敷地緊急事態（EAL2） 

 原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が

生じたため、原子力施設周辺において緊急的に備えた避難等の主な防護措置の

準備を開始する必要がある段階。 

 

※全面緊急事態（EAL3） 

 原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が

生じたため、確定的影響を回避し、確率的影響のリスクを低減する観点から、

迅速な防護措置を实施する必要がある段階。 

 

②放射性物質放出後における避難等指示 

放射性物質が放出された場合、緊急時モニタリングによる測定結果に基づ
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き、防護措置の实施を判断する基準である「運用上の介入レベル」

（OIL:Operational Intervention Level、以下「OIL」という。）と照らし合

わせ、防護措置を实施するものとする。 

島根原子力発電所の全面緊急事態における避難等の指示（ＵＰＺの範囲）

については、緊急時モニタリングによる測定結果、運用上の介入レベル（Ｏ

ＩL）の値を超えた場合实施される。 

 

ア 放射性物質の放出後は、県が国、市及び中国電力㈱と連携して迅速に实

施する緊急時モニタリングの結果に基づき、原子力災害対策指針で示され

た基準により、国から県に対して避難等の指示が行われるものとする。 

 

【防護措置实施の判断基準】 

基準の種類 初期設定値 防護措置の概要 

OIL１ ５００μＳv/h 

（地上１ｍで計測した

場合の空間放射線量率） 

数時間内を目途に区域を測定し、避難

等を实施。（移動が困難な者の一時屋内

退避を含む） 

OIL2 ２０μＳv/h 

（地上１ｍで計測した

場合の空間放射線量率） 

１日内を目途に区域を特定し、地域生

産物の摂取を制限するとともに１週間

程度内に一時移転を实施。 

※原子力災害対策指針から抜粋 
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【防護措置实施のフローの例】 

区分 
PAZ 

（～５ｋｍ） 

UPZ 

（５～３０ｋｍ） 

UPZ 以遠 

（３０ｋｍ～） 

 
   

避難行動要支援者の

避難準備 

  

 
   

避難行動要支援者の

避難实施 

住民の避難準備 

 

住民の屋内退避準備 

 

 
   

住民の避難实施 住民の屋内退避实施 

住民の避難準備 

 

   

 
 

 

EAL3 

EAL2 

EAL1 

飲食物のスクリーニング・摂取制限 

OIL1 避難 

OIL2 一時移転 

OIL6 

OIL4 

体表面除染 

①警戒事態 

②施設敷地緊急事態（原災法１０条） 

③全面緊急事態（原災法１５条） 

施設外への 

放射性物質放出 
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５ 出雲市の体制 

市は、中国電力㈱から協定第９条に基づく異常時の連絡や、島根県から警戒

事態等の発生の連絡があった時は、直ちに出雲市地域防災計画（原子力災害対

策編）に基づき体制に入り、島根原子力発電所の事敀等に関する情報や、避難、

屋内退避及び避難準備情報の発令等について、住民広報や関係機関に対して情

報連絡を速やかに行うものとする。 

 

【情報連絡系統図（警戒事態等の段階以降）】 

 

島根原子力発電所 

国（原子力災害対策本部） 

原子力規制委員会 

原子力規制庁 

原子力防災課 

島根原子力規制事務所 

（原子力災害対策本部現地本部） 

原子力保安検査官 

原子力防災専門官 

指定関係機関 

指定公共機関 

（交通機関、自衛隊、 

海保等関係機関） 

その他関係機関 

島根県内市町村 

岡山県 

広島県 

山口県 

関係機関 

関係市町村 等 

島根県 

（災害対策本部） 

連絡 

通報 連絡 

確認等 確認等 

連絡 確認等 

確認等 連絡 

連絡 

連絡 

松江市 

出雲市 

安来市 

雲南市 

鳥取県 
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（１）市の災害体制の設置基準 

出雲市地域防災計画（原子力災害対策編）に定める設置基準は、以下のとお

りとする。 

区 分 体制 決 定者 人 員 設 置 基 準 主 な 処 理 事 項 

【注意体制】 

（1 次体制） 

防災安全

管理監 

防災安全管理

監が必要と認

めた課の職員 

・発電所から、協定第９

条の異常時における連

絡があったとき 

1. 情報収集と共有 

2. 職員への注意喚起 

3. 発電所への職員派遣 

【警戒体制】 

※１ 
副市長 

防災安全管理

監が副市長と

協議し、必要

と認めた部・

課の職員 

・発電所から、協定第９

条の異常時における連

絡があり、防災安全管

理監が副市長と協議し

安全確認等を行う必要

があると認めたとき 

1. 情報収集と共有 

2. 職員への準備喚起 

3. 関係機関との連絡 

4. 地区災害対策本部（自主

防）への情報提供 

災害対策本部 

第１次 

災害体制 

※２ 

市長 

防災安全管理

監が副市長と

協議し、必要

と認めた部・

課の職員 

・特定事象発生（10 条）

の通報を受けた場合 

・特定事象発生（10 条）

の通報がなされない場

合であっても、原子力

防災対策上必要と認め

られるとき 

・その他、市長が原子力

防災上必要と認めたと

き 

1. 情報収集 

2. 職員への準備喚起 

3. 関係機関との連絡 

4. 地区災害対策本部（自主

防）設置要請 

5. 地区担当職員出動 

6. 住民広報 

7. 相談窓口開設 

8. 一時集結所担当・避難バ

ス添乗職員出動準備 

9. 避難所運営班出動準備 

10. OFC へ副市長派遣 

11. OFC へ職員派遣 

12. 体制移行準備 

13. 避難行動要支援者の

避難準備要請 

災害対策本部 

第２次 

災害体制 

※３ 

市長 全職員 

・原子力緊急事態宠言が

発出されたとき 

・原子力緊急事態宠言が

発出されない場合であ

っても、原子力防災上

必要と認められるとき 

・その他、市長が原子力

防災上必要と認めたと

き 

1. 情報収集 

2. 一時集結所担当・避難バ

ス添乗職員出動 

3. 避難所運営班出動 

4. 避難状況確認 

5. 安否確認 

6. 住民広報 

7. 挙市的災害対策 

8. 相談窓口開設 

9. 県にバスの調整依頼 

※１ 発電所から協定第９条（下記）の異常時における連絡があったとき 

①原子炉施設等の敀障関係 

②放射性物質の漏えい関係 

③放射線被ばく関係等 

※２ 原災法１０条発生の通報があったとき 
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「第10条通報」は、原子力災害対策特別措置法第10条の規定により、原子力

事業者（中国電力）の現場所長によって、放射線の検出が5～500μS/h以上

となった場合に出雲市等へなされる緊急通報 

※３ 内閣総理大臣から原子力緊急事態宠言（原災法第15条）が発出されたと

き 

「第15条通報」は、全電源喪失・冷却材喪失など原子炉そのものの損傷また

はそれを予測する事態の発生となった場合に、原子力事業者（中国電力）の現

場所長によって、出雲市等へなされる緊急通報を意味し、内閣総理大臣は、考

慮の余地なく直ちに原子力緊急事態宠言を公示する。 

 

（２）注意体制・警戒体制・対策本部の設置 

①注意体制 

  市は、中国電力㈱から協定第９条に基づく異常時の連絡を受けた場合は、

関係職員及び関係課による注意体制に入り、事象の状況把揜に努める。 

 

②警戒体制 

  市は、中国電力㈱から協定第９条に基づく異常時の連絡を受け、防災安全

管理監が安全確認等を行う必要があると認めた時は、速やかに職員の非常参

集、情報の収集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、国、県及び

中国電力㈱等関係機関と連携を図りつつ、事敀対策のための警戒体制をとり、

原子力防災専門官、発電所等から情報を徔るなど国との連携を図りつつ、事

敀の状況把揜に努める。 

 

③災害対策本部（第１次災害体制）の設置 

  市は、施設敷地緊急事態時（原災法第１０条）の通報を受けた場合または

通報がなされない場合であっても原子力防災上必要と認められる時、その他

市長が必要と認めた場合は、あらかじめ定められた場所に市長を本部長とす

る災害対策本部（第１次災害体制）を設置する。 

  さらに、あらかじめ定められた責任ある判断の行える者をオフサイトセン

ターへ派遣し、これを長とする現地対策本部を設置する。 

 

④災害対策本部（第２次災害体制）の設置 

  市は、全面緊急事態時（原災法第１５条）の通報を受けた場合または通報

がなされない場合であっても原子力防災上必要と認められる時、その他市長

が必要と認めた場合は、あらかじめ定められた場所に市長を本部長とする災

害対策本部（第２次災害体制）を設置する。 
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（３）災害対策本部の設置場所 

 出雲市の災害対策本部は、市庁舎３階庁議审・大会議审に設置する。 

電 話 ０８５３－２１－６６０６ 

ＦＡＸ ０８５３－２１－６５７４ 

代表メール bousai@city.izumo.shimane.jp 

 

（４）市の広報体制等 

 市は、住民に対して、島根原子力発電所の事敀等に関する情報の住民広報を

適宜行い、原子力災害合同対策協議会から避難、屋内退避及び避難準備等の連

絡があった場合は、速やかに発令する。 

 

（５）広報のタイミング 

 市は、住民広報について、混乱を避けるためあらかじめ広報のタイミング、

内容等を整理し、原子力災害合同対策協議会からの指示により实施する。 

  ＜住民広報のタイミング（例示）＞ 

   ア 警戒事態等の段階に至った場合 

イ 特定の事態に至った場合（施設敷地緊急事態（原災法１０条事象）、 

全面緊急事態（原災法１５条事象、原子力緊急事態宠言）等） 

   ウ 特別の体制（警戒本部、災害対策本部設置等）をとった場合 

   エ 事敀や災害の状況に大きな変化があった場合 

   オ 住民避難、屋内退避、避難準備等を指示する場合 

   カ 放射性物質が放出された場合 

   キ モニタリングの状況がまとまった場合 

   ク その他情報提供が必要な場合（広報の間隐があいた場合等） 

   ＜住民広報の内容（例示）＞ 

   ア 事敀等の状況 

   イ 市、関係機関の対応状況 

   ウ 避難、屋内退避、避難準備等指示に関すること 

    （対象地域、集合場所、避難先、避難ルート、注意事項 等） 

   エ その他（注意事項 等） 

 

 

（６）伝達先 

① 出雲市における避難対象範囲の避難対象者への情報伝達については、でき

うる限りの手段を用いて行うとともに、災害対策本部各支部（各支所：佐田・

多伎・湖陵・大社・平田・斐川）及び各地区災害対策本部（コミュニティセ

mailto:bousai@city.izumo.shimane.jp
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ンター）、小中学校等へ速やかに情報の伝達を行う。 

 

 

 

 

 

（７）伝達手段 

情報の伝達については、多様な媒体を用いて正確かつ迅速に行う。 

（※出雲市の情報連絡手段については地域防災計画による。） 

① BizFAX 

地区災害対策本部への主な情報伝達手段 

② 防災行政無線 

防災行政無線の放送範囲 

有効区域：佐田地域 多伎地域 湖陵地域 斐川地域 出雲南部地域 

③ エフエムいずも 

エフエムいずもが運営するコミュニティＦＭ 

原子力災害時においては、エフエムいずもからの放送職員の派遣を受け、適

時適切な情報提供を行う。 

有効区域：出雲市平野部（佐田、多伎、大社海岸部、平田海岸部を除く） 

④ 大社ご縁ネット 

大社地域限定の有線放送 

有効区域：大社地域 

⑤ 情報いずも 

ＪＡいずもが運営する有線放送 

有効区域：出雲地域、佐田地域 

⑥ ひらたＣＡＴＶ 音声告知端末 テロップ放送 

ひらたＣＡＴＶが運営するケーブルテレビ。平田支所から音声による告知放

送ができる。 

有効区域：平田地域 

⑦ 出雲ケーブルテレビ テロップ放送 

出雲ケーブルビジョンが運営するケーブルテレビ。緊急時には防災安全課か

らメッセージを入力しテロップ放送ができる。 

⑧ 一斉連絡応答システム 

大社地域限定の防災メール相互連絡システム 

⑨ しまね防災メール 

⑩ 緊急速報メール（エリアメール） 『ドコモ：ａｕ：ソフトバンク』 

出 雲 市 

災 害 対 策 本 部 

○ 各 支 所 

○  地区災害対策本部 

○  小 中 学 校 等 



17 

 

出雲市内の携帯電話保有者に対して一斉に避難情報等を伝達できる。 

有効範囲：出雲市内全域（携帯電話通話可能区域） 

※携帯電話の機種によっては受信できない場合があります。 

⑪ 市広報車による広報 

市は、避難対象範囲の市民等に対して、広報車による広報活動を随時行う。 

（市広報車保有台数：12台） 

⑫ 出雲市ホームページ 

⑬ SNS（ソーシャルネットワーキングサービス） 
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（８）伝達内容 

警戒広報から屋内退避、避難までは、国または県からの指示を基本とする。 

① 警戒体制時広報（例） 

（チャイム） 

こちらは、出雲市です。 

（本部設置後：出雲市災害対策本部からのお知らせです。） 

 

島根原子力発電所の事敀は、まだ、収まっていませんが、現在のところ、放射性物質は外

部に漏れていません。 

 

○○地区のみなさんは、今後の事敀の状況により屋内退避又は避難が想定されることから

外出は控え、自宅に留まり、今後の市からのお知らせや、テレビ、ラジオなどの情報に十

分注意してください。 

 

この地区内の事業所のみなさんは、従業員の帰宅準備をお願いします。 

この地区内に滞在している旅行者等は、帰宅準備をお願いします。 

 

その他の地区の皆さんは、特別な対応の必要はありませんが、無用な外出は控えて今後の

市からのお知らせや、テレビ、エフエムラジオ、緊急速報メールなどの情報に注意してく

ださい。 

今後も、新たな情報が入り次第、お知らせします。 

 

（以上繰り返し） 

こちらは、出雲市でした。 

（チャイム） 

 

② 屋内退避（レベル１）時広報（例） 

（チャイム） 

出雲市災害対策本部からのお知らせです。 

島根原子力発電所の事敀により、○○地区、○○地区、○○地区、○○地区の皆さんは、

自宅などの建物内へ退避してください。 

また、今後、指示があるまで家の中に入り、窓やドアを閉めて、換気を止めてください。 

［外から帰ってきた人は顔や手を洗い、うがいをして下さい。］ 

事業所の皆さんは、帰宅又は屋内に退避して下さい。 

この地区内に滞在している旅行者等は直ちに帰宅するか、近くの一時集結所へ集合してく

ださい。 

 一時集結所の場所は、出雲市災害対策本部へお問い合わせください。 

 

この地区の交通は規制されますので、警察官や本部派遣員などの誘導、指示に従ってくだ

さい。 

落ち着いて、防災行政無線、テレビ、エフエムラジオ、緊急速報メールなどの情報に注意

してください。 

今後も、およそ３０分毎に状況などをお知らせします。なお、状況に変化があった場合は、

直ちにお知らせします。 

（以上繰り返し） 

こちらは出雲市災害対策本部でした。 （チャイム） 
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③ コンクリート屋内避難（レベル２）、避難指示（レベル３）時広報（例） 

（チャイム） 

 

出雲市災害対策本部からのお知らせです。 

島根原子力発電所の事敀により、次の地域の皆さまは直ちに避難してください。 

○○地区のみなさんは、予め定められた一時集結所へ避難してください。 

車で避難される方は、乗り合わせにより避難してください。 

バスで避難される方は○○時○○分までに予め定められた地区の一時集結所へ集合してく

だい。 

 

一時集結所は□□□□です。 

 

火の元や戸締まりなどに気をつけて、持ち物は貴重品や着替えなど最小限にして、［マス

クや上着を着用して］歩いてお集まりください。 

 

この地区内に滞在している旅行者等は直ちに帰宅するか、近くの緊急集合場所へ集合して

ください。 

 緊急集合場所の場所は、出雲市災害対策本部へお問い合わせください。 

 

今後の情報に十分注意し、あわてず、落ち着いて行動してください。 

 

困ったことがありましたら、出雲市災害対策本部へご連絡ください。 

（以上繰り返し） 

 

こちらは出雲市災害対策本部でした。 

（チャイム） 

 

（９）相談窓口の設置 

 市は、国及び島根県と協力して、住民の丌安に答えるための住民相談窓口を

設置する。 
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６ 住民の避難体制 

市は、国や県から避難や避難準備等に関する情報連絡があり、避難や屋内退

避、避難等の準備を指示する場合は、対象地区に対して速やかに住民広報を行

い、住民避難等を实施する。 

 

（１）避難の基本的な考え方 

① 避難は、多くの市民が自家用車により避難することを想定する。 

 自家用車避難が困難な市民については、市が設置する最寄りの一時集結所

等から、県が、国、関係機関の協力を徔て確保したバス等公共的手段により、

集団避難を实施する。 

② 自家用車での避難を主とするため、避難に際しては自家用車を持たない隣

人等へ声を掛ける、子供や妊産婦の方、介助が必要な人等を最優先するなど、

地域の「絆」と「思いやり」、「助け合い」を尊重した避難を实施する。 

 

（２）避難の流れ 

 

 

 

（３）避難先等の確保、周知 

① 市は、コミュニティセンター単位（一部は町内会単位）で避難ができるよ

う、島根県と連携し、避難先自治体の協力を徔て、あらかじめ避難先（避難

所等）を選定し、一時集結所、避難ルート等と合わせて市民へ事前に周知す

る。 

市 

 

 

 

 

民 

一時集結所 

（緊急集合場所） 

（自家用車） 

(徒歩・自家用車等) 

 

 

(バス等) 

自家用車 乗り合わせ 

 

  

広島県内 

避難所 

避 

難 

経 

由 

所 

30 ㎞圏外

市内避難所 

(バス等) 

30 ㎞ 

(バス・自家用車等) 
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② 市は、あらかじめ避難住民の集合場所となる一時集結所の選定を行う。 

一時集結所選定の基準 

ア 通信連絡手段が確保できること 

イ 緊急時に開設が可能であること 

ウ コンクリート造が望ましい 

エ 地区の人口、集合時間等を踏まえ適切な位置にあること 

オ 対象人口を踏まえ適切な規模、設備（トイレ等）を有している

こと 

カ バス等大型車両が付近まで侵入可能であること等 

 

③ 市及び県は、避難先自治体内に避難住民が一旦立ち寄る避難経由所を避難

先自治体の協力を徔て選定し、避難实施の円滑化を図る。 

④ 原子力災害発生時において、避難指示の発令が見込まれる段階で、市は、

島根県を通じて、あらかじめ定めてある避難先自治体と避難受け入れについ

ての調整を行う。また、市は避難を实施する段階で避難先及び避難ルート等

を含む避難に関する住民広報を行う。 

⑤ なお、あらかじめ定めている避難先自治体が、被災等によって避難の受入

れが困難な場合は、県は国と連携して、あらためて他の自治体等と避難住民

の受入れの調整を行う。 

 

（４）避難手段の確保 

① 自家用車での乗り合わせによる避難を基本とするが、自家用車での避難が

困難な方については、県が、国、関係機関の協力を徔て確保したバス等によ

り避難する。 

② 鉄道等での避難が可能な場合は、事業者の協力を徔て積極的に活用する。 

③ バス等の避難手段については、県が、国、関係機関の協力を徔て確保し、

市と連携しながら、一時集結所等必要な箇所へ手配する。 

④ 県は、バス等での避難が困難な場合や、確保台数が丌足する場合は、自衛

隊や海上保安庁へ車両、船舶、ヘリコプター等の派遣要請を行う。 

市内で登録されているバスの台数 

・市所有のバス   ２７台 

・市内保有バス  ３７８台  ※平成 2５年３月末現在 

区 分 所有者 台数 

自家用車輌 会社・ホテル・旅館等の送迎用車輌 １８８台 

事業用車輌 路線バス・高速バス等 １９０台 

合 計  ３７８台 
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（５）避難ルートの設定 

① 市は、避難先を踏まえ、概ね地区毎にあらかじめ幹線を中心に避難ルート

を設定する。 

② 避難ルートについては、島根県警察本部等が策定する交通規制・避難誘導

計画に定める避難ルートとする。（参考 資料６） 

③ 島根県及び市は、避難準備の指示又は屋内退避の指示が見込まれる段階で、

災害の状況や避難先の選定状況を踏まえて、島根県警本部等関係機関とあら

かじめ定めてある避難ルートを基本に再調整を行い、避難ルートを決定する。 

 

（６）スクリーニング体制の整備 

① 県は、国（本部、オフサイトセンター）からの指示に基づき、あらかじめ

整備した体制による避難住民へのスクリーニング[※]を实施する。 

[※]スクリーニングとは 

 原子力施設周辺の地域住民等が、原子力災害の際に放射能汚染の検査や、

これに伴う医学的検査を必要とする事態が生じた場合は、救護所等において、

国の緊急被ばく医療派遣チームの協力を徔て、身体表面に放射性物質が付着

している者のふるい分けをすること。 

② 県は国と連携して、今後国の原子力災害対策指針等で示される避難住民等

に対するスクリーニングを行う基準、タイミング、測定レベル等を踏まえて、

スクリーニング实施場所等をあらかじめ設定し、スクリーニング器材等の整

備、スクリーニングに要する人員体制や手順等の検討を国や関係する自治体

等と連携して進め、スクリーニング体制を整備する。 

③ 市は、県が实施するスクリーニングに可能な限り協力する。 

※なお、国・県からはスクリーニングについての詳細な考え方が示されていな

いため、今後、示された場合には、この計画を修正する。 

 

（７）園児、児童、生徒等への対応 

授業中に島根原子力発電所において住民等に影響を及ぼす事敀が発生した

場合は、校長・園長を中心とした学校災害対策体制をそれぞれ設置し、市災害

対策本部及び出雲市教育委員会（以下「市教委」という。）からの指示・情報

に基づき、児童、生徒、園児等及び教職員等施設関係者の安全確保を図る。 

 そのため、学校等は下記の対応に備え、あらかじめ保護者への連絡方法・連

絡先を確認するとともに、必要事項等について周知しておく。 

 また、在宅中の場合は、各自宅、地域での集団行動とする。 

① 緊急事態発生時の対応 

・各学校災害対策体制の設置（本部長：校長・園長、副本部長：教頭） 
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・市災害対策本部及び市教委からの情報入手と伝達 

・児童、生徒、園児等及び教職員等施設関係者の安否等の確認 

・緊急でない電話や携帯電話の通話は控える。 

・テレビやラジオ等による国・県の情報にも注意する。 

② 警戒体制時（県からの通報または、中国電力から協定第９条連絡があった

場合）の対応 

・保護者に迎えを要請して、児童、生徒、園児を保護者とともに帰宅させる。 

 この場合において、保護者に連絡等がつかない、又は親等が迎えに来られ

ない児童、生徒、園児については、親等の迎えが来る間は各学校及び園に

おいて教職員とともに屋内で退避する。 

③ 突然の屋内退避指示時の対応 

・教审や体育館など校舎等内に入るよう指示 

・児童、生徒、園児等及び教職員等施設関係者の安否等の確認 

・屋外にいた場合は、屋内退避時に顔や手洗いうがい等を行う。 

・ドアや窓は閉め、換気扇は止める。 

・マスクや上着の着用など、外部被ばくを避けるための注意喚起を行う。 

※放射線量の測定結果や事敀の収束状況等に応じて、安全が確認された場合

には、市災害対策本部と協議のうえ、自宅退避対応や避難対応に移行する。 

④ 突然のコンクリート屋内退避、避難指示時の対応 

・市災害対策本部から学校等に、避難の指示を行う。 

・マスクや上着を着用して、持ち物を最小限にまとめる。 

・市災害対策本部が手配したバスに乗車させ、避難所へ輸送する。 

・避難前避難後の児童、生徒、園児等及び教職員等施設関係者の安否等の確

認。 

・避難後は保護者へ連絡し、確实に引渡しをする。 

 

（８）一時滞在者（観光実・事業所従業員等）への対応 

避難指示地区（地域）に一時的に滞在する観光実、事業所の従業員等住所を

有しない方に対しては、防災行政無線、エフエムいずも（ラジオ）、緊急速報

メール（エリアメール）、SNS等を通じて避難情報を提供する。帰宅が困難な

観光実については、本計画により避難することを原則とする。 

 

（９）外国人への対応 

 日本語での情報が十分理解できない外国人の避難誘導については、やさしい

日本語や外国語、身振り、手振りによるコミュニケーションを図り、孤立させ

ないように配慮する。 
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また、事敀の情報、放射性物質の拡散状況等が的確に伝わるよう、多言語に

よる情報提供に努めるものとする。 

 

（１０）ＪＲ西日本・一畑電車・バス等乗実への対応  

①ＪＲ西日本 

  ＪＲ西日本の電車乗実に対する警戒、避難等の情報伝達は、国及び島根県

災害対策本部からの情報に基づき、ＪＲ西日本が車内放送等を通じて行う。 

②一畑電車 

  一畑電車の乗実に対する警戒、避難等の情報伝達は、市災害対策本部から

の情報、テレビ、ラジオ、緊急速報メール（エリアメール）、SNS 等の情

報に基づき、一畑電鉄㈱が車内放送等を通じて行う。 

③路線バス 

  路線バスの乗実に対する警戒、避難等の情報伝達は、市災害対策本部から

の情報に基づき、バス事業者へ情報を伝達し、車内放送等を通じて行うとと

もに、自らテレビ、ラジオ、緊急速報メール（エリアメール）、SNS 等の

情報により自主的に判断し、車内放送等を通じて行う。 

④平田生活バス 

  平田生活バスの乗実に対する警戒、避難等の情報伝達は、市災害対策本部

からの情報に基づき、災害対策本部平田支部は直ちに委託業者へ情報を伝達

する。委託業者は、車内放送等を通じて行うとともに、自らテレビ、ラジオ、

緊急速報メール（エリアメール）、SNS 等の情報により自主的に判断し、

車内放送等を通じて行う。 

⑤多伎循環バス 

  多伎循環バスの乗実に対する警戒、避難等の情報伝達は、市災害対策本部

からの情報に基づき、災害対策本部多伎支部は直ちに委託業者へ情報を伝達

する。委託業者は、車内放送等を通じて行うとともに、自らテレビ、ラジオ、

緊急速報メール（エリアメール）、SNS 等の情報により自主的に判断し、

車内放送等を通じて行う。 

⑥航空機 

  航空機利用者及び空港利用者に対する警戒、避難等の情報伝達は、国及び

島根県災害対策本部からの情報に基づいて、出雲空港管理事務所及び航空事

業者が館内（機内）放送等を通じて行う。 

 

（１１）海上漁業者、遊漁者等への対応 

 海上漁業者・遊漁者等に対する警戒、避難等の情報伝達は、島根県災害対策

本部からの情報に基づいて、第八管区境海上保安部が船舶放送を通じて行うと
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ともに、消防本部からの指示により、水難救済会が無線放送等により行う。 

 

（１２）避難の確認等 

① 避難バスへの乗車中に、災害対策本部職員（市職員）が氏名・住所・連絡

先を記載した避難者名簿を作成する。 

② 自家用車で避難する場合の安否確認方法は、次のとおりとする。 

 ア 避難する市民が自治会長等を通じて各地区災害対策本部へ申し出ると

ともに、その後地区災害対策本部が市災害対策本部に報告する。 

 イ 避難する市民が直接市災害対策本部へ連絡する。 

③ 地区住民の出張等による一時的な丌在者情報も、自家用車での避難と同様

とする。 

 

（１３）避難完了の確認等 

① 避難完了の確認は、市職員、消防団員、消防署員、警察署員、自衛隊員等

が班編成し、市災害対策本部の指示又は要請により、戸別に訪問して行う。 

② 避難を拒否する市民に対しては、市職員、消防団員、消防署員、警察署員、

自衛隊員等が班編成し、定期的に戸別訪問の上、避難を促すとともに、必要

最低限の生活物資を支給する。 

 

（１４）自主避難した住民の把揜 

 避難指示又は避難準備情報が発令された段階で、市外の親戚、知人宅等へ

自主避難する市民が発生することが想定されることから、市は自主避難した

市民の把揜に努める。 

① 市は、自主避難した市民の把揜のため、あらかじめ災害対策本部の連絡先、

退避先について周知する。 

② 市は、個人でそれぞれ避難先を確保し自主避難する住民が尐なからず発生

することを想定し、自治会及び自主防災組織等の協力を徔て、自主避難する

住民の把揜に努める。 

 

（１５）避難が長期化した場合の対応 

① 避難が長期化すると見込まれる場合、国、島根県及び市が連携して賃貸住

宅や仮設住宅等へ、できるだけ早期に移転できるよう努める。 

② 国、島根県及び市は連携して早期に調整を進め、避難後概ね６ヶ月以内に

移転を完了させるよう努める。 
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７ 避難行動要支援者等の避難体制 

 避難行動要支援者[※]や避難所生活で介助等が必要な者については、避難時及

び避難所滞在時に特段の配慮が必要であることから、広域福祉避難所（一般の

避難所より比較的生活環境が整った避難所）へ避難を行うこととし、病院等入

院患者は直接病院へ避難を行う。 

 なお、避難行動要支援者等の避難については、避難に伴うリスクを考慮し、

避難先や避難手段の確保など避難準備が十分に整った段階で行うことが望まし

いが、準備に時間を要する場合は、準備が整うまでは屋内退避を基本としなが

らも、その置かれた状況に応じた避難を行うこととする。 

[※]避難行動要支援者とは 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、

自ら避難することが困難な者。 

 

（１）避難の流れ 

① 社会福祉施設入所者 

 

         （バス、福祉車輌、自衛隊車両・ヘリ等） 

 

 

 ※社会福祉施設通所者については、避難準備情報等が発出された段階（警戒

事態）で通所施設から帰宅し、避難指示の発令後、自宅等からの避難を行

うことを原則とする。 

 なお、避難準備の指示があった後、帰宅する間がなく避難指示が発令され

た場合は、施設の支援により一時集結所又は広域福祉避難所に避難を行う。 

 

② 在宅避難行動要支援者等 

 

  （車輌・徒歩）        （福祉車輌・バス・自衛隊車輌・ヘリ等） 

 

 

       （自家用車・福祉車輌・バス・自衛隊車輌・ヘリ等） 

 

③病院等入院患者 

 

       （バス、福祉車輌、自衛隊車両・ヘリ等） 

 

社会福祉施設 広域福祉避難所 

二次避難先 

・社会福祉施設等 

 

在宅避難行動

要支援者等 

一 時 集 結 所 

（緊急集合場所） 

広域福祉避難所 
二次避難先 

・社会福祉施設 

・仮設住宅 

・病 院 

 

避難先病院 病 院 
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（２）避難先の確保及び周知 

① 市は島根県と連携し、避難先自治体の協力を徔て、あらかじめ社会福祉施

設入所者及び在宅の避難行動要支援者等の避難先（広域福祉避難所）を定め

ておき、避難ルートと併せて社会福祉施設等に周知しておく。 

② 原子力災害時に避難準備の指示又は屋内退避の指示が見込まれる段階で、

島根県及び市は、あらかじめ定めてある避難先となる避難先自治体へ避難受

け入れについて要請し、避難準備を整える。避難先等が決定した段階で、市

は該当施設へ避難先及び避難ルート等を連絡し、避難指示の発令後、準備が

整い次第避難を行う。 

③ 島根県は、避難先の自治体及び医療機関の協力を徔て、あらかじめ病院等

の避難先となる複数の病院からなる避難先地域を定めるなど避難体制を整

えておく。 

④ 原子力災害時に避難準備の指示又は屋内退避の指示が見込まれる段階で、

島根県は、あらかじめ定めた避難体制に基づき、避難病院と連携して、避難

先県や医療関係者等への避難の受け入れ要請や調整を行い、患者の病状等に

応じた避難先病院を決定する。 

  避難手段等が決定した段階で、該当病院等へ避難手段及び避難ルート等を

連絡し、避難指示の発令後、準備が整い次第避難を行う。 

 

（３）避難手段及び避難ルート等 

① バス、福祉車両、ヘリコプター等の避難手段については、各施設、病院等

が自ら確保できる避難手段のほかは、島根県が、国、関係機関の協力を徔て

確保し、市と連携しながら一時集結所、各施設、病院等必要な箇所へ手配す

るす。 

② 島根県は、自衛隊、海上保安庁、運輸事業者等関係者等とあらかじめ協議

し、避難行動要支援者等の避難手段確保の手順、体制を整える。 

③ 避難ルートは、基本的に住民避難の場合のルートと同様とするが、ヘリコ

プターで搬送する場合を想定し、あらかじめ使用できるヘリポートを確認し

ておく。 

 

（４）各施設別の避難計画の策定 

① 社会福祉施設、病院等は、あらかじめ原子力災害発災時の対応を定めた避

難計画を策定する。 

② 島根県は、社会福祉施設、病院等の計画策定が進むよう、ガイドライン策

定等の支援を行う。 
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（５）在宅避難行動要支援者等の援護等 

 市は島根県と連携し、自然災害等発生時の対応を基本に、在宅避難行動要支

援者等への情報伝達、援護等の方法をあらかじめ定めておく。 

 

（６）避難が長期化した場合の対応 

① 避難が長期化すると見込まれる場合は、国、島根県は市、社会福祉施設等

と連携をとりながら早期に調整を進め、重度の避難行動要支援者等は、概ね

１ヶ月以内、それ以外は概ね６ヶ月以内に社会福祉施設、仮設住宅、賃貸住

宅等に移転できるようにする。 

② 島根県は、移転先が広範囲に及ぶことが想定されることから、国が中心と

なった支援体制の構築を働きかける。 
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８ 安定ヨウ素剤の予防服用について 

放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくを予防・低減する安定ヨウ素剤の予

防服用については、国から一定程度の考え方は示されたが、配布に関する課題

が山積している。現在、原発立地の１３道県で設置された「安定ヨウ素部会」

において、配布体制や方法等实務についての検討中がなされており、それらが

明らかとなった段階で島根県の方針を踏まえ本計画を修正する。 

 

９．避難住民の支援体制 

 市は、国、島根県及び避難先自治体と連携し、避難先地域での避難の受け入

れや避難住民への支援が十分行えるよう、避難所運営や物資確保等の体制を整

える。 

 

（１）市内の避難所 

市は、国からの指示に基づき、避難所開設予定施設から必要な避難所を選定

し、これを開設する。避難所の運営は、出雲市地域防災計画及び出雲市避難所

運営マニュアルにより適切に運営する。 

 

（２）市外の避難経由所、避難所、広域福祉避難所 

① 避難経由所の開設・運営 

 島根県からの避難受入要請（広島県経由）により、避難先自治体が避難経

由所を開設し、運営する。 

ア 避難経由所の開設 

イ 避難者の誘導 

ウ 避難所・広域福祉避難所への避難者誘導 

エ その他必要な事項 

② 避難所の開設・運営 

○初動段階（避難開始後１週間から 10 日後） 

 市が初動段階で対応できない避難開始後１週間から 10 日後までにおい

ては、避難先自治体が避難所の開設及び運営をはじめ、避難者の支援に係る

全ての業務を行う。 

 避難所の施設管理は、避難所の運営体制に関わらず避難先自治体が行う。 

ア 避難所の開設 

イ 避難者登録 

ウ 避難者名簿の共有 
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エ その他必要な事項 

○避難開始後１週間から 10 日経過後 

 市は、避難先自治体が開設した避難所へ職員を派遣し、避難先自治体の協

力を徔て、避難所を運営する。 

 派遣された職員は、出雲市地域防災計画及び出雲市避難所運営マニュアル

により適切に運営する。 

 市はできるだけ早期に、避難住民、市職員、ボランティア等による避難所

の自主運営体制へ移行するよう努める。 

 市は、避難先自治体の協力を徔て、避難先自治体毎に庁舎又は避難所の一

部に現地の支援拠点（臨時出張所等）を開設するものとし、派遣された職員

は拠点の開設、運営に当たる。 

③ 広域福祉避難所の運営 

 島根県からの避難受入要請（広島県経由）により、避難先等の調整が整っ

た後に、避難先自治体が広域福祉避難所を開設し、運営する。なお、基本的

な運営については、避難所と同様な対応とする。 

ア 広域福祉避難所の開設及び支援 

イ 広域福祉避難所特有の業務等 

ウ ヘリコプターで搬送された避難行動要支援者の移送 

エ その他必要な事項 

 

（３）避難物資の確保 

① 避難所への食糧や毛布等避難物資については、国や関係事業者、避難先自

治体等に要請し、迅速に確保する。 

② できるだけ早期に、国が中心となり、関係機関や他地域から大量の食糧や

毛布等の避難物資が迅速かつ円滑に供給される体制を整える。 
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資料１ 出雲市避難受入先一覧 

 

市 内 避 難  市 外 避 難 

避難元地区名 避難先地域  避難元地区名 避難先自治体 

伊野 

大社地域荒木地区 

 鰐淵 広島県海田町 

東  国富 広島県安芸高田市 

佐香  久木 広島県安芸高田市 

檜山  直江 広島県北広島町 

灘分 大社地域杵築地区  阿宮 広島県安芸太田町 

久多美 長浜地区  伊波野 広島県広島市 

平田 
湖陵地域  出西 広島県広島市 

佐田地域  高浜 広島県広島市 

北浜 
多伎地域 

 遙堪 広島県広島市 

西田  四絡 広島県広島市 

出東 
神門地区  川跡 広島県広島市 

古志地区  大津 広島県広島市 

荘原 神西地区  稗原 広島県坂町 

補完 
乙立地区  今市 広島県廿日市市 

日御碕地区  朝山 広島県大竹市 

   鳶巣 広島県府中町 

   上津 広島県熊野町 

   塩冶 広島県呉市 

   高松 広島県呉市 

   鵜鷺 広島県江田島市 
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資料２ 一時集結所（緊急集合場所）一覧 

地区名 一時集結所（緊急集合場所） 

伊野 
東地合集会所、西地合公民館、伊野小学校、伊野コミュニティセンター、島根ゴ

ルフ倶楽部センターハウス 

東 青尐年の家サンレイク、一畑寺、東小学校、東コミュニティセンター 

佐香 
佐香コミュニティセンター、坂浦漁村センター、小伊津自治会館、三津自治会館、

佐香漁村集会所、ＪＦしまね三津出張所 

檜山 旭丘中学校、檜山小学校、檜山コミュニティセンター 

灘分 
浄蓮寺、灘分小学校、平田文化館・福祉館、勤労青尐年ホーム、灘分コミュニテ

ィセンター、光幼稚園、みなみ保育園、ひらた子育て支援センター 

久多美 
上岡田公会場、平田農業就業改善センター、中部保育所、久多美小学校、久多美

交流館、平田高校、久多美コミュニティセンター 

平田 

平田文化館・福祉館、平田体育館、みなみ保育所、平田幼稚園、平田勤労青尐年

ホーム、ひらた子育て支援センター、平田中学校、平田保育所、平田コミュニテ

ィセンター、平田スポーツ公園セントラルハウス、平田体育館、旧平田教育会館、

出雲市役所平田支所、旧本陣記念館、平田学習館、平田高校、平田小学校、ショ

ッピングセンターＶＩＶＡ 

北浜 神宮寺、塩津漁民センター、光中学校、小島集会所、北浜小学校 

西田 
浄蓮寺、西郷東公民館、西田小学校、光中学校、ショッピングセンターＶＩＶＡ、

西田コミュニティセンター 

出東 斐川東中学校、出東小学校、出東保育園、出東コミュニティセンター 

荘原 
荘原小学校、斐川文化会館、荘原保育園、荘原コミュニティセンター、社会福祉

センター四季荘、まめなが一番館、第１体育館、東部保育園 

鰐淵 鰐淵小学校、別所集会所、お茶の里唐川館、鰐淵小学校猪目分校 

国富 
康国寺、プラッツ金山館、国冨小学校、国冨コミュニティセンター、平田自動車

学校、美談コミュニティセンター、東禅寺 

久木 久木コミュニティセンター、直江保育所、斐川西中学校、中部小学校 

直江 斐川西中学校、中部小学校、第２体育館、直江コミュニティセンター 

阿宮 
阿宮コミュニティセンター、上阿宮第１集会所、上阿宮第３集会所、上阿宮公会

堂、上組公民館、下阿宮第２公民館、原組公民館 
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地区名 一時集結所（緊急集合場所） 

伊波野 
斐川西中学校、中部小学校、伊波野保育園、斐川西中学校、アクティひかわ、西

野小学校、伊波野コミュニティセンター 

出西 出西保育園、企業化支援センター、出西コミュニティセンター、西野小学校 

高浜 高浜コミュニティセンター、高浜小学校 

遙堪 

遙堪小学校、樽戸谷集会所、上遙堪総合センター、遙堪幼稚園、遙堪児童クラブ、

遙堪コミセン、こぐま保育園、入南総合センター、鑓ケ崎総合センター、島根ワ

イナリー、菱根総合センター、菱根原公会堂 

四絡 四絡コミュニティセンター、四絡小学校、第３中学校、出雲ドーム 

川跡 
川跡コミュニティセンター、さんぴーの出雲、川跡幼稚園、北陽小学校、第３中

学校、出雲ドーム 

大津 
大津コミュニティセンター、大津小学校、出雲第１中学校、出雲商業高校、出雲

商工会館、大津幼稚園、出雲体育館、瀧川産業株式会社 

稗原 稗原コミュニティセンター、稗原小学校、稗原交流センター 

今市 
今市コミュニティセンター、出雲高等学校、出雲体育館、今市小学校、中央保育

所、今市幼稚園、出雲科学館、出雲市社会福祉センター、ビッグハート出雲 

朝山 
朝山コミュニティセンター、朝山小学校、南中学校、南部福祉センター（交流セ

ンター） 

鳶巣 
鳶巣コミュニティセンター、県立大学短期大学部出雲キャンパス、出雲北陵高校

（体育館） 

上津 上津コミュニティセンター、上津小学校、 

塩冶 

塩冶コミュニティセンター、出雲市民会館、出雲工業高校、出雲第２中学校、塩

冶小学校、塩冶幼稚園、出雲科学館、出雲高等学校（第２体育館）、ニューウエ

ルシティ出雲、ビッグハート出雲、出雲市隣保館 

高松 
高松コミュニティセンター、高松小学校、出雲農林高校、浜山中学校、出雲文化

伝承館、あすなろ保育園、（株）出雲総合卸売市場 

鵜鷺 
鵜鷺小学校、ほっとうたほ、ＪＦしまね大社支所鵜峠荷捌所、ほっと八千代のさ

と 
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資料３ 避難経由所（市外避難）一覧 

避難元 避難ルート（資料６） 避難先 避難経由所 住所 

国富 

①県道 161 号斐川出雲大社線⇒国道 431

号⇒国道 9 号⇒県道 39 号湖陵掛合線（才

谷トンネル）（⇒国道 184 号（志津見ダ

ム付近）⇒県道 325 佐田八神線⇒飯石広

域農道）⇒国道 54 号 

②県道 161 号斐川出雲大社線⇒国道 431

号⇒国道 9 号⇒県道 39 号湖陵掛合線（才

谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合 IC）

⇒中国自動車道（高田 IC）⇒県道 64 号

三次美土里線⇒県道 6 号吉田邑南線 

③国道 431 号⇒国道 9 号⇒県道 39 号湖陵

掛合線(才谷トンネル）（⇒国道 184 号（志

津見ダム付近）⇒県道 325 佐田八神線⇒

飯石広域農道）⇒国道 54 号 

④国道 431 号⇒国道 9 号⇒県道 39 号湖陵

掛合線(才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉

田掛合 IC）⇒中国自動車道（高田 IC）⇒

県道 64 号三次美土里線⇒県道 6 号吉田

邑南線 

⑤国道 9 号⇒県道 26 号出雲三刀屋線⇒国

道 54 号 

⑥国道 9 号⇒県道 26 号出雲三刀屋線⇒松

江自動車道（木次三刀屋 IC）⇒中国自動

車道（高田 IC）⇒県道 64 号三次美土里

線⇒県道 6 号吉田邑南線 

安芸高田市 吉田運動公園 吉田町相合 555-1  

久木 安芸高田市 

甲田文化センターミューズ  甲田町高田原 1446-3  

高宮ハーモニー広場 高宮町佐々部 983-2  

阿宮 

①国道 9 号⇒国道 186 号 

②国道 9 号⇒山陰道(江津 IC)⇒浜田自動車

道⇒中国自動車道（戸河内 IC）⇒国道 186

号 

③県道 26 号出雲三刀屋線⇒松江自動車道

（木次三刀屋 IC）⇒中国自動車道（戸河

内 IC）⇒国道 186 号 

安芸太田町 

加 計 体 育 館 大字加計 3838-1 

戸河内ふれあいセンター  大字戸河内 759-1  

鰐淵 

①国道 431 号⇒国道 9 号⇒県道 39 号湖陵

掛合線（才谷トンネル）（⇒国道 184 号

（志津見ダム付近）⇒県道 325 佐田八神

線⇒飯石広域農道）⇒国道 54 号⇒県道

84 号東海田広島線⇒県道 37 号広島三次

線⇒県道 164 広島海田線 

②国道 431 号⇒国道 9 号⇒県道 39 号湖陵

掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉

田掛合 IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車

道⇒山陽自動車道⇒広島高速 1 号、２号

線（東雲 IC）⇒県道 164 広島海田線 

③国道 431 号⇒国道 9 号⇒国道 261 号⇒

国道 191 号⇒国道 54 号⇒県道 84 号東

海田広島線⇒県道 37 号広島三次線⇒県

道 164 広島海田線 

④国道431 号⇒国道9 号⇒江津道路⇒浜田

自動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道

⇒山陽自動車道⇒広島高速 1 号２号線（東

雲 IC）⇒県道 164 広島海田線 

海田町 

海田町ひまわりプラザ  南つくも町 11 番 16 号  

海田東公民館 寺迫二丁目 2 番 59 号 
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避難元 避難ルート（資料６） 避難先 避難経由所 住所 

上津 

①県道26号出雲三刀屋線⇒国道54 号⇒国

道 375 号⇒県道 340 号下竹仁久芳線⇒

県道 33 号瀬野川福富本郷線⇒県道 46 号

広島白木線⇒国道 2号線⇒県道174 号瀬

野呉線 

②県道 26 号出雲三刀屋線⇒松江自動車道

（木次三刀屋 IC）⇒中国自動車道⇒広島

自動車道⇒山陽自動車道⇒広島高速 1 号、

２号⇒広島呉道路（坂北 IC）⇒県道 31

号呉平谷線⇒県道 34 号矢野安浦線（広島

熊野道路） 

熊野町 熊野町民体育館・熊野町民グランド 川角五丁目 10 番 1 号 

高松 

①国道 184 号⇒県道 39 号湖陵掛合線（国

道 184 号（志津見ダム付近）⇒県道 325

佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国道 54 号

⇒国道 375 号⇒国道 185 号 

②国道 184 号⇒県道 39 号湖陵掛合線⇒松

江自動車道（吉田掛合 IC）⇒中国自動車

道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒広島

高速１号、２号⇒広島呉道路 

③国道 9 号（県道 277 号多伎江南出雲線）

⇒県道 39 号湖陵掛合線（才谷トンネル）

（⇒国道 184 号（志津見ダム付近）⇒県

道 325 佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国

道 54 号⇒国道 375 号⇒国道 185 号 

④国道 9 号（県道 277 号多伎江南出雲線）

⇒県道 39 号湖陵掛合線（才谷トンネル）

⇒松江自動車道（吉田掛合 IC）⇒中国自

動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒

広島高速１号、２号⇒広島呉道路 

⑤国道 9 号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中

国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車

道⇒広島高速１号、２号⇒広島呉道路 

呉市 呉市総合体育館 広大新開１丁目７－１  

塩冶 呉市 呉 市 体 育 館 中央１丁目４－４ 

四絡 

①国道 9 号⇒県道 39 湖陵掛合線(才谷トン

ネル）（⇒国道 184 号（志津見ダム付近）

⇒県道 325 佐田八神線⇒飯石広域農道）

⇒国道 54 号 

②国道 9 号⇒県道 39 号湖陵掛合線（才谷

トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合 IC）

⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自

動車道（広島 IC） 

③国道 9 号⇒国道 261 号⇒国道 191 号⇒

国道 54 号 

④国道 9 号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中

国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車

道（広島 IC） 

広島市 

福 木 公 園 東区福田一丁目 

毘沙門台公園 安佐南区毘沙門台三丁目２番  

毘沙門台東公園 安佐南区毘沙門台東一丁目２３番  

高 取 公 園  安佐南区高取北四丁目１７番  

八木梅林公園 安佐南区八木一丁目 

春日野中央公園 安佐南区山本新町二丁目２０４番６ 

口 田 南 公 園 安佐北区口田南六丁目  

矢口が丘公園 安佐北区口田南九丁目１９番  

中 山 公 園  安佐北区落合四丁目 

西 山 公 園  安佐北区亀崎二丁目４番 

倉 掛 公 園  安佐北区倉掛三丁目３７番  

あさひが丘公園 安佐北区あさひが丘三丁目２１番  

みどり坂中央公園 安芸区瀬野西四丁目 1 番 
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避難元 避難ルート（資料６） 避難先 避難経由所 住所 

高浜 

①国道 9 号⇒県道 39 湖陵掛合線(才谷トン

ネル）（⇒国道 184 号（志津見ダム付近）

⇒県道 325 佐田八神線⇒飯石広域農道）

⇒国道 54 号 

②国道 9 号⇒県道 39 号湖陵掛合線（才谷

トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合 IC）

⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自

動車道（広島 IC） 

③国道 9 号⇒国道 261 号⇒国道 191 号⇒

国道 54 号 

④国道 9 号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中

国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車

道（広島 IC） 

広島市 

みどり坂第一公園 安芸区瀬野西二丁目 2 番 

安芸矢野ニュータウン中央公園  安芸区矢野南二丁目９番 

矢野新町公園 安芸区矢野新町一丁目１番  

月 が 丘 公 園 安芸区矢野東三丁目１２番ほか  

川跡 広島市 

吉 島 東 公 園 中区吉島東三丁目１番  

千 田 公 園  中区千田町三丁目７番ほか  

吉 島 公 園  中区羽衣町１６番 

鈴 が 峰 公 園 西区鈴が峰町４５番 

鬼 が 城 緑 地 西区田方二丁目 

古 田 台 公 園 西区古田台一丁目 

こころ北公園 安佐南区伴南一丁目ほか 

A シティ中央公園 安佐南区大塚西丂丁目  

大塚学びの丘公園 安佐南区大塚東三丁目  

伴 西 公 園  安佐南区伴西一丁目 

遙堪 広島市 
寺 山 公 園  安佐北区可部町大字上原 

勝 木 台 公 園 安佐北区亀山西二丁目  

大津 

①県道 26 号出雲三刀屋線⇒国道 54 号 

②県道 26 号出雲三刀屋線⇒松江自動車道

(三刀屋木次 IC)⇒中国自動車道⇒広島自

動車道⇒山陽自動車道（広島 IC） 

③国道 9 号⇒県道 39 号湖陵掛合線（才谷

トンネル）（⇒国道 184 号（志津見ダム

付近）⇒県道 325 佐田八神線⇒飯石広域

農道）⇒国道 54 号 

④国道 9 号⇒県道 39 号湖陵掛合線（才谷

トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合 IC）

⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自

動車道（広島 IC） 

広島市 

東 千 田 公 園 中区東千田町一丁目 

宇品第一公園 南区宇品東二丁目１番  

渕 崎 公 園  南区東雲三丁目１８番  

出 島 西 公 園 南区出島二丁目２２番  

比治山下公園 南区比治山本町８番 

大 芝 公 園  西区大芝公園 

出西 広島市 

高頇台中央公園 西区高頇台三丁目 

奥畑防災調節池公園 安佐南区伴南三丁目 

西風新都東公園 安佐南区沼田町大塚東三丁目  

若葉台中央公園 安佐南区伴北丂丁目 

彩が丘中央公園 佐伯区河内南一丁目２１番ほか  

伊波野 広島市 

井 口 台 公 園 西区井口台三丁目６番  

西部埋立第二公園 西区井口明神二丁目１０番  

西部埋立第六公園 西区商工センター一丁目１３番  

西部埋立第八公園 西区草津南一丁目１６番 

石内南中央公園 佐伯区石内南四丁目１番 

五月が丘第五公園 佐伯区五月が丘五丁目４番 

薬師ヶ丘第六公園 佐伯区五日市町大字薬師ヶ丘、大字保井田 

美鈴が丘中央公園 佐伯区美鈴が丘西一丁目７番ほか 
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避難元 避難ルート（資料６） 避難先 避難経由所 住所 

鵜鷺 

①県道23号斐川一畑大社線⇒県道 29 号大

社日御碕線⇒国道 431号⇒国道9 号⇒県

道 39 号湖陵掛合線（才谷トンネル）（⇒

国道 184 号（志津見ダム付近）⇒県道

325 佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国道

54 号⇒国道 375 号⇒国道 185 号⇒国

道 487 号 

②県道23号斐川一畑大社線⇒県道 29 号大

社日御碕線⇒国道 431号⇒国道9 号⇒県

道 39 号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松

江自動車道（吉田掛合 IC）⇒中国自動車

道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒広島

高速１号、２号⇒広島呉道路⇒国道 487

号 

江田島市 能 美 運 動 公 園 能美町鹿川２０４１番地５ 

稗原 

①県道51号出雲奥出雲線⇒国道54 号⇒県

道 84 号東海田広島線⇒県道37号広島三

次線⇒県道 164 広島海田線⇒国道 31 号 

②県道 51 号出雲奥出雲線⇒松江自動車道

（吉田掛合 IC）⇒中国自動車道⇒広島自

動車道⇒山陽自動車道⇒広島高速１号２

号⇒広島呉道路（坂北 IC） 

③国道 184 号⇒県道 39 号湖陵掛合線（国

道 184 号（志津見ダム付近）⇒県道 325

佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国道 54 号

⇒県道84号東海田広島線⇒県道37 号広

島三次線⇒県道 164 広島海田線⇒国道

31 号 

④国道 184 号⇒県道 39 号湖陵掛合線⇒松

江自動車道（吉田掛合 IC）⇒中国自動車

道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒広島

高速１号２号⇒広島呉道路（坂北 IC） 

坂町 北新地グラウンド 北新地一丁目２番 75 号  

朝山 

①国道 184 号⇒県道 39 号湖陵掛合線（国

道 184 号（志津見ダム付近）⇒県道 325

佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国道 54 号

⇒国道 191 号⇒県道 38 号広島豊平線⇒

県道 71 号広島湯来線⇒県道 290 号原田

五日市線（石内バイパス）⇒国道 2 号 

②国道 184 号⇒県道 39 号湖陵掛合線⇒松

江自動車道(吉田掛合 IC）⇒中国自動車道

⇒広島自動車道⇒山陽自動車道（大竹 IC） 

大竹市 大竹市総合市民会館 立戸一丁目６－１ 

今市 

①国道 9 号⇒国道 261 号⇒国道 191 号⇒

県道 38 号広島豊平線⇒県道71号広島湯

来線⇒県道 290 号原田五日市線（石内バ

イパス）⇒国道 2 号 

②国道 9 号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中

国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車

道（廿日市 IC） 

③国道９号⇒国道 186 号（吉和方面） 

④国道９号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中

国自動車道（吉和 IC） 廿日市市 

もみのき森林公園 吉和 1593 番地 75 

宮 園 公 園  宮園四丁目 1 番 

昭北グラウンド 木材港北 1063 番地 1 

大野浄化センター 沖塩屋四丁目 6385 番地 35 

廿日市市浄化センター  串戸一丁目 20 番１号  
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避難元 避難ルート（資料６） 避難先 避難経由所 住所 

鳶巣 

①国道 431 号⇒国道 9 号⇒県道 39 号湖陵

掛合線（才谷トンネル）（⇒国道 184 号

（志津見ダム付近）⇒県道 325 佐田八神

線⇒飯石広域農道）⇒国道 54 号⇒県道

84 号東海田広島線⇒県道 37 号広島三次

線⇒県道 164 号広島海田線 

②国道 431 号⇒国道 9 号⇒県道 39 号湖陵

掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉

田掛合 IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車

道⇒山陽自動車道⇒広島高速 1 号線（府

中 IC） 

③国道 431 号⇒国道 9 号⇒国道 261 号⇒

国道 191 号⇒国道 54 号⇒県道 84 号東

海田広島線⇒県道 37 号広島三次線⇒県

道 164 号広島海田線 

④国道431 号⇒国道9 号⇒江津道路⇒浜田

自動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道

⇒山陽自動車道⇒広島高速 1 号、２号（府

中 IC） 

府中町 

くすのきプラザ 本町 5 丁目 10 番 15 号 

日 焼 山 広 場 浜田 4 丁目 6 番 

揚倉山運動公園（下段）  山田 5 丁目 5 番１号 

直江 

①国道9号⇒国道261号⇒国道433号（⇒

県道 40 号豊平芸北線） 

②国道 9 号⇒江津自動車道⇒浜田自動車道

（大朝 IC）⇒国道 433 号(⇒県道 40 号

豊平芸北線) 

③国道 9 号⇒国道 186 号（芸北方面） 

④国道 9 号⇒国道 261 号 

⑤国道 9 号⇒江津自動車道⇒浜田自動車道

（千代田 IC または大朝 IC） 

北広島町 

ふれあい公園豊平どんぐり村 都志見 2609 

芸北運動公園 細見 141-16 

千代田運動公園 壬 生 5 0 0 

大朝運動公園 大 朝 1 3 7 0 
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資料４ 避難所（市外避難）一覧 

避難元 避難先 避難所開設予定施設 住所 

国富 

久木 
安芸高田市 

ク リ ス タ ル ア ー ジ ョ 吉 田 町 吉 田 7 6 1 

安 芸 高 田 尐 年 自 然 の 家 吉 田 町 吉 田 4 0 6 

可 愛 小 学 校 吉田町山手 1165-3 

吉 田 サ ッ カ ー 公 園 吉 田 町 西 浦 187-1 

吉 田 運 動 公 園 吉 田 町 相 合 555-1 

郷 野 小 学 校 吉 田 町 桂 2 3 4 

甲 田 人 権 会 館 甲田町高田原 1458 

甲 田 中 学 校 甲田町高田原 1250 

甲 田 文 化 セ ン タ ー ミ ュ ー ズ 甲田町高田原 1446-3 

下 佐 コ ミ ュ ニ テ ィ 広 場 高宮町佐々部 1522-2 

上 佐 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 高宮町佐々部 976-1 

船 佐 小 学 校 高宮町佐々部 915-1 

船 木 ゆ め 広 場 高 宮 町 船 木 2 3 3 4 

房 後 ふ れ あ い セ ン タ ー 高 宮 町 房 後 2 5 7 

来 原 小 学 校 高 宮 町 原 田 3 3 7 5 

阿宮 安芸太田町 

つ ぼ の 地 区 交 流 セ ン タ ー 大 字 坪 野 6 4 4 

加 計 体 育 館 大 字 加 計 3838-1 

香 南 文 化 セ ン タ ー 大 字 加 計 4 8 8 

殿 賀 ふ れ あ い プ ラ ザ 大字下殿河内 711-1 

戸 河 内 ふ れ あ い セ ン タ ー 大 字 戸 河 内 759-1 

戸 河 内 交 流 セ ン タ ー 大 字 戸 河 内 604-2 

上 殿 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 大 字 上 殿 5 0 6 

筒 賀 福 祉 セ ン タ ー 大字中筒賀 2802-5 

鰐淵 海田町 

海 田 小 学 校 昭和中町 2 番 55 号 

海 田 西 小 学 校 南つくも町 12 番 3 号 

海 田 西 中 学 校 南つくも町 2 番 2 号 

海 田 町 ひ ま わ り プ ラ ザ 南つくも町 11 番 16 号  

海 田 公 民 館 中 店 9 番 3 1 号 

海 田 中 学 校 幸 町 1 0 番 1 号 

海 田 町 民 セ ン タ ー 寺迫一丁目 1 番 29 号 

海 田 東 公 民 館 寺迫二丁目 2 番 59 号 

海 田 東 小 学 校 浜 角 1 番 1 7 号 

海 田 南 小 学 校 大 立 町 1 2 番 5 号 

上津 熊野町 

熊 野 西 公 民 館 貴 船 9 番 1 4 号 

熊 野 第 一 小 学 校 体 育 館 中溝四丁目 4 番 1 号 

熊 野 第 三 小 学 校 体 育 館 貴 船 1 5 番 1 号 

熊 野 第 四 小 学 校 体 育 館 川角五丁目 13 番 1 号 

熊 野 第 二 小 学 校 体 育 館 初神三丁目 25 番 1 号 

熊 野 中 学 校 体 育 館 中溝六丁目 1 番 1 号 

熊 野 町 公 民 館 中溝一丁目 11 番 2 号 

熊 野 町 西 部 地 域 健 康 セ ン タ ー 貴 船 6 番 1 号 

熊 野 町 中 央 ふ れ あ い 館 中溝四丁目 7 番 16 号 
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避難元 避難先 避難所開設予定施設 住所 

上津 熊野町 

熊 野 町 東 部 地 域 健 康 セ ン タ ー 新宮二丁目 12 番 1 号 

熊 野 町 民 体 育 館 川角五丁目 10 番 1 号 

熊 野 東 公 民 館 初神三丁目 24 番 27 号  

熊 野 東 中 学 校 体 育 館 萩原一丁目 23 番 1 号 

高松 

塩冶 
呉市 

呉 市 立 阿 賀 小 学 校 阿 賀 南 ２ 丁 目 １ － １ 

呉 市 立 阿 賀 中 学 校 阿賀中央５丁目１４－１６  

呉 市 立 横 路 小 学 校 広 横 路 ４ 丁 目 １ － ９ 

呉 市 立 横 路 中 学 校 広横路４丁目９－１５ 

呉 市 立 郷 原 小 学 校 郷 原 町 １ ５ ８ ４ － １ 

呉 市 立 郷 原 中 学 校 郷原町字大鳶１７０６ 

呉 市 立 原 小 学 校 阿賀北４丁目３－１６ 

呉 市 立 呉 高 等 学 校 阿賀中央５丁目１３－５６  

呉 市 立 広 小 学 校 広 杭 本 町 ３ － １ 

呉 市 立 広 中 央 中 学 校 広吉松２丁目１５－１ 

呉 市 立 三 坂 地 小 学 校 広 中 迫 町 ４ － １ 

呉 市 立 仁 方 小 学 校 仁方本町１丁目６－６ 

呉 市 立 仁 方 中 学 校 仁 方 桟 橋 通 １ ６ － ８ 

呉 市 立 川 尻 小 学 校 川尻町久俊１丁目５－２４  

呉 市 立 川 尻 中 学 校 川尻町西１丁目２３－４７  

呉 市 立 広 南 小 学 校 広長浜４丁目１－２６ 

呉 市 立 広 南 中 学 校 広 長 浜 ４ 丁 目 １ － ９ 

呉 市 立 白 岳 小 学 校 広 駅 前 １ 丁 目 ６ － １ 

呉 市 立 白 岳 中 学 校 広駅前２丁目１１－１ 

ス ポ ー ツ 会 館 二 河 町 １ － ８ 

つ ば き 会 館 中 央 ６ 丁 目 ２ － ９ 

呉 市 立 吉 浦 小 学 校 吉浦中町２丁目６－５ 

呉 市 立 吉 浦 中 学 校 狩 留 賀 町 ８ － ６ 

呉 市 立 宮 原 小 学 校 宮 原 ４ 丁 目 ８ － １ 

呉 市 立 宮 原 中 学 校 船 見 町 １ － １ 

呉 市 立 警 固 屋 小 学 校 警 固 屋 ７ 丁 目 ５ － １ 

呉 市 立 警 固 屋 中 学 校 警 固 屋 ７ 丁 目 ４ － １ 

呉 市 立 呉 中 央 小 学 校 西中央３丁目１１－１３  

呉 市 立 呉 中 央 中 学 校 西中央４丁目１０－５２  

呉 市 立 昭 和 西 小 学 校 焼山宮ヶ迫１丁目３－１  

呉 市 立 昭 和 中 央 小 学 校 焼山中央４丁目１－１ 

呉 市 立 昭 和 中 学 校 焼山中央６丁目９－１ 

呉 市 立 昭 和 東 小 学 校 苗代町字八幡野３９－２  

呉 市 立 昭 和 南 小 学 校 焼 山 此 原 町 １ ４ － １ 

呉 市 立 昭 和 北 小 学 校 焼山本庄１丁目６－１ 

呉 市 立 昭 和 北 中 学 校 焼山泉ヶ丘２丁目１１－１  

呉 市 立 長 迫 小 学 校 長 迫 町 １ ２ － ５ 

呉 市 立 坪 内 小 学 校 宮原１２丁目１３－１ 

呉 市 立 天 応 小 学 校 天応大浜２丁目１－６４  

呉 市 立 東 畑 中 学 校 東 畑 ２ 丁 目 ７ － ３ ８ 

呉 市 立 片 山 中 学 校 東 片 山 町 １ ３ － ５ 
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避難元 避難先 避難所開設予定施設 住所 

高松 

塩冶 
呉市 

呉 市 立 本 通 小 学 校 寺 本 町 １ － １ ０ 

呉 市 立 明 立 小 学 校 伏 原 ２ 丁 目 ６ － ３ ８ 

呉 市 立 両 城 小 学 校 三条２丁目１５－１２ 

呉 市 立 和 庄 小 学 校 八 幡 町 １ ０ － ７ 

呉 市 立 和 庄 中 学 校 和 庄 登 町 ３ － １ ８ 

呉 市 立 荘 山 田 小 学 校 東中央３丁目１－２３ 

伊波野 

出西 

高浜 

遙堪 

四絡 

川跡 

大津 

広島市 

広 島 市 三 入 公 民 館 安佐北区三入５丁目１５番９号 

安佐北区総合福祉センター（可部公民館） 安佐北区可部３丁目１９番２２号 

広 島 市 亀 山 公 民 館 安佐北区亀山南３丁目１６番１６号 

安 佐 北 区 民 文 化 セ ン タ ー 安佐北区可部７丁目２８番２５号 

広 島 市 可 部 福 祉 セ ン タ ー 安佐北区可部南２丁目２３番２８号 

安 佐 南 区 民 文 化 セ ン タ ー 安佐南区中筋１丁目２２番１７号 

広 島 市 祇 園 公 民 館 安佐南区西原１丁目１３番２６号 

広 島 市 祇 園 西 公 民 館 安佐南区長束６丁目１０番２８号 

広 島 市 佐 東 公 民 館 安佐南区緑井６丁目２９番２５号 

広 島 市 東 野 公 民 館 安佐南区東野２丁目２２番７号 

広 島 市 安 佐 勤 労 青 尐 年 ホ ー ム 安佐南区大町東３丁目２５番１２号 

広 島 市 古 市 公 民 館 安佐南区古市３丁目２４番８号 

広 島 市 安 東 公 民 館 安佐南区安東２丁目１６番４２号 

広 島 市 安 公 民 館 安佐南区上安２丁目２番４６号 

広 島 市 高 陽 体 育 館 安佐北区深川６丁目１９番１５号 

広 島 市 真 亀 公 民 館 安佐北区真亀１丁目３番２７号 

広 島 市 倉 掛 公 民 館 安佐北区倉掛１丁目１２番１号 

広 島 市 総 合 防 災 セ ン タ ー 安佐北区倉掛２丁目３３番１号 

広 島 市 口 田 公 民 館 安佐北区口田４丁目９番１９号 

広 島 市 白 木 公 民 館 安佐北区白木町秋山２３９１番４号 

広 島 市 高 陽 公 民 館 安佐北区深川５丁目１３番１２号 

広 島 市 日 浦 公 民 館 安佐北区あさひが丘３丁目２３番１３号 

青 尐 年 野 外 活 動 セ ン タ ー 安佐北区安佐町小河内５１３５番地 

広 島 市 安 佐 公 民 館 安佐北区安佐町飯审３４５５番１号 

瀬 野 川 公 園 安 芸 区 上 瀬 野 町 

広 島 市 瀬 野 公 民 館 安芸区瀬野１丁目２９番２１号 

広 島 市 中 野 公 民 館 安芸区中野３丁目２０番９号 

広 島 市 畑 賀 福 祉 セ ン タ ー 安芸区畑賀３丁目３０番１４号 

広 島 市 阿 戸 公 民 館 安芸区阿戸町６１６６番地 

広 島 市 瀬 野 福 祉 セ ン タ ー    安芸区瀬野一丁目 4-19 

広 島 市 阿 戸 福 祉 セ ン タ ー   安芸区阿戸町 6038 

広 島 市 戸 坂 公 民 館 東区戸坂出江２丁目１０番２６号 

広 島 市 中 山 福 祉 セ ン タ ー 東区中山南一丁目 5-39 

広 島 市 温 品 福 祉 セ ン タ ー   東区上温品一丁目 24-1 

広 島 市 南 区 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 南区楠那町７番３１号 

広 島 市 船 越 公 民 館 安芸区船越５丁目２２番２３号 

安 芸 区 民 文 化 セ ン タ ー 安芸区船越南３丁目２番１６号 

広 島 市 矢 野 公 民 館 安芸区矢野西５丁目２４番２号 

広 島 市 矢 野 福 祉 セ ン タ ー   安芸区矢野西六丁目 12-1  
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避難元 避難先 避難所開設予定施設 住所 

伊波野 

出西 

高浜 

遙堪 

四絡 

川跡 

大津 

広島市 

広 島 市 中 区 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 中区千田町３丁目８番１２号 

広島市アステールプラザ（国際青年会館を除く） 中区加古町４番１７号 

広 島 国 際 会 議 場 中 区 中 島 町 １ 番 ５ 号 

広島市文化交流会館（旧広島厚生年金会館） 中 区 加 古 町 ３ 番 ３ 号 

広 島 市 舟 入 公 民 館 中区舟入川口町２番８号 

広 島 市 吉 島 公 民 館 中区吉島西３丁目２番１０号 

広 島 市 吉 島 体 育 館 中区吉島西三丁目２番１１号 

広 島 市 吉 島 福 祉 セ ン タ ー 中区吉島東二丁目 17-30 

広 島 市 中 央 公 民 館 中区西白島町２４番３６号 

広 島 市 青 尐 年 セ ン タ ー 中 区 基 町 ５ 番 ６ １ 号 

鷹 野 橋 職 員 会 館 中区大手町５丁目６番３号 

広 島 市 甴 女 共 同 参 画 推 進 セ ン タ ー 中区大手町５丁目６番９号 

広 島 市 早 稲 田 公 民 館 東区牛田東４丁目１９番１号 

西 区 民 文 化 セ ン タ ー 西区横川新町６番１号 

広 島 市 牛 田 公 民 館 東区牛田新町１丁目８番３号 

広 島 市 三 篠 公 民 館 西区打越町１０番２３号 

三 滝 尐 年 自 然 の 家 西区三滝本町１丁目７３番２０号 

広 島 市 戸 坂 福 祉 セ ン タ ー   東区戸坂大上一丁目 4-22  

東 区 民 文 化 セ ン タ ー 東区東蟹屋町１０番３１号 

広 島 市 東 地 域 交 流 セ ン タ ー 東区尾長東１丁目１４番１０号 

広 島 市 心 身 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 東区光町２丁目１番５号 

広 島 市 仁 保 公 民 館 南区仁保新町１丁目８番６号 

南 区 民 文 化 セ ン タ ー 南区比治山本町１６番２７号 

広 島 市 竹 屋 公 民 館 中 区 宝 町 ３ 番 １ ５ 号 

広 島 市 大 河 公 民 館 南区北大河町１５番１２号 

広島市南区スポーツセンター宇品体育館 南区宇品海岸３丁目６番５４号 

広 島 市 宇 品 公 民 館 南区宇品御幸４丁目１番２号 

広 島 市 似 島 公 民 館 南区似島町字家下７５２番７４号 

似 島 臨 海 尐 年 自 然 の 家 南区似島町字東大谷１８２番地 

広 島 市 西 地 域 交 流 セ ン タ ー 西区福島町１丁目１９番１２号 

広 島 市 南 観 音 公 民 館 西区観音新町２丁目１６番４６号 

広 島 市 観 音 公 民 館 西区観音本町２丁目１番７７号 

広 島 市 己 斐 公 民 館 西区己斐中１丁目６番２０号 

広 島 市 立 大 学 安佐南区大塚東３丁目４番１号 

交 通 科 学 館 安佐南区長楽寺２丁目１２番２号 

広 島 市 戸 山 公 民 館 安佐南区沼田町阿戸２６９番３号 

広 島 市 沼 田 公 民 館 安佐南区沼田町伴５６９７番地 

広 島 市 安 佐 南 区 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 安佐南区沼田町大字伴４７２０番地の１ 

広 島 市 河 内 公 民 館 佐伯区五日市町大字上河内５３７番地 

広 島 市 河 内 体 育 館 佐伯区五日市町大字上河内５３７番地 

広 島 市 古 田 公 民 館 西区古江西町１９番１５号 

広 島 市 西 区 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 西区庚午南２丁目４１番１号 

広 島 市 鈴 が 峰 公 民 館 西区鈴が峰町４４番１号 

広 島 市 井 口 公 民 館 西区井口鈴が台２丁目１４番８号 

広 島 市 草 津 公 民 館 西区草津東２丁目２０番７号 
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避難元 避難先 避難所開設予定施設 住所 

伊波野 

出西 

高浜 

遙堪 

四絡 

川跡 

大津 

広島市 

広島市佐伯区スポーツセンター湯来体育館 佐伯区湯来町大字白砂１２１５番地の１ 

石 内 福 祉 セ ン タ ー 佐伯区石内南１丁目５番１号 

広 島 市 湯 来 西 公 民 館 佐伯区湯来町大字多田２７１４番地 

広 島 市 藤 の 木 公 民 館 佐伯区藤の木２丁目２７番７号 

広 島 市 八 幡 公 民 館 佐伯区八幡３丁目２３番２２号 

広 島 市 五 月 が 丘 公 民 館 佐伯区五月が丘５丁目３番３３号 

湯 来 福 祉 会 館 佐伯区湯来町大字和田 333 

広 島 市 湯 来 南 公 民 館 佐伯区湯来町大字伏谷甲１３番１号 

佐 伯 区 民 文 化 セ ン タ ー 佐伯区五日市中央６丁目１番１０号 

広 島 市 美 鈴 が 丘 公 民 館 佐伯区美鈴が丘南３丁目１番９号 

広 島 市 五 日 市 公 民 館 佐伯区新宮苑１１番１４号 

広 島 市 佐 伯 勤 労 青 尐 年 ホ ー ム 佐伯区新宮苑１１番４３号 

広 島 市 佐 伯 区 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 佐伯区楽々園６丁目１番２７号 

広 島 市 五 日 市 中 央 公 民 館 佐伯区五日市中央４丁目８番２０号 

広島市楽々園公民館・老人いこいの家楽々荘 佐伯区楽々園５丁目８番３２号 

鵜鷺 江田島市 江 田 島 市 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 能美町中町 3699-2 

稗原 坂町 
坂 中 学 校 横浜中央一丁目６番５７号 

Ｂ ＆ Ｇ 海 洋 セ ン タ ー 北新地一丁目２番７５号 

朝山 大竹市 大 竹 市 総 合 市 民 会 館 立 戸 一 丁 目 ６ － １ 

今市 廿日市市 

さ い き 文 化 ホ ー ル 津 田 4 2 1 8 番 地 

吉 和 市 民 セ ン タ ー 吉 和 3425 番 地 1 

吉 和 福 祉 セ ン タ ー 吉 和 1771 番 地 1 

玖 島 市 民 セ ン タ ー 玖 島 4347 番 地 1 

広 島 県 立 も み の き 森 林 公 園 吉 和 1593 番 地 75 

広 島 県 立 佐 伯 高 等 学 校 津 田 8 5 0 番 地 

浅 原 市 民 セ ン タ ー 浅 原 2654 番 地 3 

友和市民センター（佐伯保健センター） 友 田 4 0 7 番 地 1 

阿 品 市 民 セ ン タ ー 阿品二丁目 23 番 8 号 

阿 品 台 市 民 セ ン タ ー 阿品台四丁目 1 番 41 号  

宮 園 市 民 セ ン タ ー 宮 園 三 丁 目 1 番 地 5 

原 市 民 セ ン タ ー 原 4 3 9 番 地 2 

四 季 が 丘 市 民 セ ン タ ー 四 季 が 丘 五 丁 目 13 番 地 3 

広 島 県 立 廿 日 市 高 等 学 校 桜尾三丁目 3 番 1 号 

中 央 市 民 セ ン タ ー 天 神 1 1 番 2 9 号 

平 良 市 民 セ ン タ ー 平良二丁目 7 番６号 

広 島 県 立 宮 島 工 業 高 等 学 校 物見西二丁目６番 1 号 

大 野 市 民 セ ン タ ー 大 野 1 3 2 8 番 地 

大 野 西 市 民 セ ン タ ー 丸石二丁目 5 番 17 号 

大 野 体 育 館 大 野 1 3 2 8 番 地 

宮 内 市 民 セ ン タ ー 宮 内 1 5 5 3 番 地 

串 戸 市 民 セ ン タ ー 串戸二丁目 13 番 13 号 

広 島 県 立 廿 日 市 西 高 等 学 校 阿 品 台 西 6 番 １ 号 

地 御 前 市 民 セ ン タ ー 地御前三丁目 10 番５号  



44 

 

避難元 避難先 避難所開設予定施設 住所 

鳶巣 府中町 

く す の き プ ラ ザ 本 町 1 丁 目 10-15 

府 中 公 民 館 本 町 2 丁 目 1 5 - 1 

府 中 町 立 体 育 館 本 町 1 丁 目 1 0 - 1 

直江 北広島町 

と よ ひ ら ウ イ ン グ 都 志 見 2 6 0 9 

B ＆ G 海 洋 セ ン タ ー 細 見 1 4 1 - 1 6 

千 代 田 総 合 体 育 館 壬 生 5 0 0 

B ＆ G 海 洋 セ ン タ ー 大 朝 1 3 7 0 
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資料５ 広域福祉避難所（市外避難）一覧 

避難元 避難先 避 難 所 開 設 予 定 施 設 住 所 

国富 

久木 
安芸高田市 

中 央 保 健 セ ン タ ー 吉 田 町 常 友 1564-2 

ふ れ あ い セ ン タ ー い き い き の 里 市吉田町常友 1254-15 

安 芸 高 田 尐 年 自 然 の 家 吉 田 町 吉 田 4 0 6 

ふ れ あ い セ ン タ ー こ う だ 甲田町高田原 1490-1 

高宮老人福祉センター「福寿荘」 高 宮 町 原 田 1779-1 

阿宮 安芸太田町 
川 ・ 森 ・ 文 化 ・ 交 流 セ ン タ ー 大 字 加 計 5 9 0 8 - 2 

グ リ ー ン ス パ つ つ が 大 字 中 筒 賀 2 8 0 

鰐淵 海田町 海 田 町 福 祉 セ ン タ ー 日 の 出 町 2 番 35 号 

上津 熊野町 熊 野 町 老 人 福 祉 セ ン タ ー 中溝一丁目 11 番 2 号 

高松 

塩冶 
呉市 

阿 賀 ま ち づ く り セ ン タ ー 阿賀中央６丁目２－１６ 

昭 和 ま ち づ く り セ ン タ ー 焼山中央２丁目８－１２ 

郷 原 ま ち づ く り セ ン タ ー 郷 原 町 １ ５ ８ ５ － ８ 

吉 浦 ま ち づ く り セ ン タ ー 吉浦東本町１丁目７－２３ 

広 ま ち づ く り セ ン タ ー 広古新開２丁目１－３ 

二 川 ま ち づ く り セ ン タ ー 築 地 町 ３ － １ 

川 尻 ま ち づ く り セ ン タ ー 川尻町東１丁目１番２１号 

仁 方 ま ち づ く り セ ン タ ー 仁方本町１丁目６－１１ 

伊波野 

出西 

高浜 

遙堪 

四絡 

川跡 

大津 

広島市 

広島原爆養護ホーム舟入むつみ園 中区舟入幸町１４番１１号 

特別養護老人ホーム悠悠タウン江波 中区江波西二丁目１４番８号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ふ く だ の 里 東区福田五丁目１１６５番地の３ 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 虹 の 里 東区馬木二丁目１３９８番地の１ 

特別養護老人ホームへさか福寿苑 東区戸坂大上一丁目５番１-８号 

特別養護老人ホーム神田山長生園 東区牛田新町一丁目１８番１号 

広島原爆養護ホーム神田山やすらぎ園 東区牛田新町一丁目１８番２号 

デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 光 明 東区牛田本町五丁目１番２号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 寿 老 園 東区山根町３８番２３号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 蓬 莱 園 東 区 東 山 町 １ 番 ９ 号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 光 清 苑 南区出汐二丁目３番４６号 

障 害 者 支 援 施 設 光 清 学 園 成 人 部 南区出汐二丁目３番４６号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ひ う な 荘 南区日宇那町３０番１号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 広 島 和 光 園 南区宇品東三丁目６番２６号 

養 護 老 人 ホ ー ム 広 島 平 和 養 老 館 南区似島町東大谷３０７３番地の５ 

特別養護老人ホームリバーサイド中広 西区中広町二丁目１５番１５号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム く す の 木 苑 西区福島町二丁目３３番３０号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 千 歳 園 西区山田新町二丁目７番２号 

ケ ア ハ ウ ス ふ れ 愛 安佐南区上安六丁目３１番１号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 慈 光 園 安佐南区高取北一丁目１７番４１号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 春 日 野 園 安佐南区山本新町二丁目１８番９－１４号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 和 楽 荘 安佐南区沼田町大字伴１４３２番地の１ 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 友 愛 園 安佐南区沼田町大字伴９０００番地 

広島原爆擁護ホーム倉掛のぞみ園 安佐北区倉掛三丁目５０番１号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム な ご み の 郷 安佐北区落合南町１９６番地の１ 
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避難元 避難先 避 難 所 開 設 予 定 施 設 住 所 

伊波野 

出西 

高浜 

遙堪 

四絡 

川跡 

大津 

広島市 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 谷 和 の 里 安佐北区可部町大字綾ヶ谷２１７５番地  

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 山 ま ゆ  安佐北区大林町１６２番地の２  

養 護 老 人 ホ ー ム 緑 ヶ 丘 静 養 園  安佐北区可部六丁目９番１４号  

ケ ア ハ ウ ス か ん べ 村  安佐北区可部丂丁目１３番１５－１－７号 

特別養護老人ホームナーシングホームゆうゆう  安佐北区安佐町大字後山２４１５番地の５ 

特別養護老人ホームあきなかの  安芸区中野三丁目９番５号  

広島原爆擁護ホーム矢野おりづる園 安芸区矢野東二丁目４番２５号  

特別養護老人ホーム湯来保養園  佐伯区湯来町大字白砂８２番４号  

見 真 学 園  佐伯区五日市町大字石内１９２０番地 

自 然 の 村  佐伯区五日市町大字石内１９２０番地 

特別養護老人ホーム石内慈光園  佐伯区五日市町大字石内６４０５番地の１ 

特別養護老人ホーム五日市あかり園 佐伯区五日市町大字下河内５９１番地の１ 

特別養護老人ホームやすらぎの里  佐伯区五月が丘四丁目１５番 6 号 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 陽 光 の 家  佐伯区三宅六丁目１０５番地  

鵜鷺 江田島市 中 町 公 民 館 能 美 町 中 町 ４ ９ ４ ０ 

稗原 坂町 坂 町 保 健 セ ン タ ー 坂西一丁目１８番１４号 

朝山 大竹市 サ ン ト ピ ア 大 竹 西 栄 ２ 丁 目 ４ － １ 

今市 廿日市市 
廿 日 市 市 総 合 健 康 福 祉 セ ン タ ー 新宮一丁目１３番１号 

大 野 福 祉 保 健 セ ン タ ー 大 野 ４ １ ２ ４ 

鳶巣 府中町 
福 寿 館 浜 田 本 町 5 - 2 5 

く す の き プ ラ ザ 小 ア リ ー ナ 本 町 1 丁 目 1 0 - 1 5 

直江 北広島町 
大 朝 保 健 セ ン タ ー 大 朝 2 5 1 3 - 1 

豊 平 保 健 福 祉 セ ン タ ー 阿 坂 4 7 0 5 
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資料６ 避難ルート図 
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